
• 人権尊重のための社内ルールを策定した上で、これを所内に周知
させ、徹底させます。

• ハラスメントの廃絶のため、定期的に所員や関係者向けに講演や
説諭を行います。

• 女性の社会進出や活躍を積極的に推進させます。

• 性的趣向・性自認を受け入れる環境を整備します。

• 社会的・経済的弱者を支援する活動に参画します。
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